




重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

１ 継続事業の前提に関する事項

該当なし

２ 資産の評価基準及び評価方法

（１）たな卸資産
最終仕入原価法による原価法を採用しています。

（２）有価証券
その他の有価証券については、決算日末日の市場価格に基づく時価法を採用しています。
評価差額は、全部純資産直入法により処理しております。

３ 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに平成28年1月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
なお主な耐用年数は以下の通りです。
建物：7年～39年
建物附属設備：8年～18年
構築物：10年～40年
医療用機械備品：5年～8年
その他の器械備品：2年～10年
車両及び船舶：5年～6年

（2）無形固定資産
定額法を採用しています。

４ 引当金の計上基準

（１）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当該会計年度に負担すべき
額を計上しております。

５ 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

６ その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

該当なし

７ 重要な会計方針を変更した旨等

（１）賞与引当金の計上
賞与は従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当該会計年度より、支給見込額のうち
当該会計年度に負担すべき額を賞与引当金に計上する方法に変更しております。
これにより当該会計年度に、賞与引当金が304,932千円が計上され、税引前当期純損失は同額増加しております。

（２）給与手当の発生主義による計上
給与手当は従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当該会計年度より、発生主義で計上しております。
これにより当該会計年度に、未払費用が183,441千円増加し、税引前当期純損失は同額増加しております。

（３）その他有価証券の時価評価
その他有価証券は従来、原価法で計上しておりましたが、当該事業年度より、時価法で評価・計上しております。
なお、時価評価において著しい減損が認められることから、特別損失にその他有価証券評価損8,200千円
を計上しております。

(４)税効果会計の適用
医療法人会計基準（平成28年4月20日厚生労働省令第95号）に従い、税効果会計を適用いたしました。
それにより、本決算上、以下の計上がされています。
貸借対照表流動資産：繰延税金資産 85,747 千円
貸借対照表その他の資産：繰延税金資産 79,552 千円
損益計算書：法人税等調整額 -165,299 千円

８ 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関す
る事項

該当なし



９ 担保に供されている資産に関する事項

以下の資産を借入金の担保に供しています。

平成30年5月
31日計上額

4,122,243
813,629

4,935,872

１０ 法第５１条第１項に規定する関係事業者に関する事項
（１）法人である関係事業者

（２） 個人である関係事業者

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

１１ 重要な偶発債務に関する事項

該当なし

１２ 重要な後発事象に関する事項

該当なし

１３ その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

（１）一部有形固定資産の耐用年数の変更
駿河西病院の建物・建物付属設備の一部については、現在、建替中の建物が稼働後は、使用しなくなる可能性が高いことから、耐用年数を
残存使用見込期間に短縮いたしました。これにより、事業費用、税引前当期純損失は58,707千円増加しています。

（２）繰延税金資産の発生原因別内訳

税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額は、今後5年間の欠損金の使用可能見積額を超過する部分について計上しております。
今後5年間の欠損金の使用可能見積額は、本会計年度における経常損益に、臨時的なものを加減調整したものを基準としております。

（３）前期損益修正損
前期損益修正損は、賞与引当金計上を開始したこと、及び給与手当の計上を発生主義に変更したことによるものです。

資産種類

建物及び建物附属設備
土地
合計

②取引条件及び取引条件の決定方法等：給食委託、リネン清掃委託については、取引条件を市場実勢を勘案しながら決定し、契約書を締結しています。支払は、当月末締め翌々月末
払いとなっています。

583,493 該当なし 平成30年5月
31日時点で
関係事業者
に該当しな
いため、期
末残高はあ
りません。

種類 名称 所在地
資産
総額
(千円)

事業内容
関係事業者
との関係

取引の内容

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

(3)

当該医療法人の役員
又はその近親者が株
主総会、社員総会、
評議員会、取締役
会、理事会の議決権
の過半数を占めてい
る法人　ただし、当
該関係は、平成30年
2月28日に解消して
おります。

有限会社ワ
イ・ケー・
メディカル

静岡県浜松
市南区白羽
町26番地

636,836 給食材料販売、
給食業務受託・
管理、リネンサ
プライ業務受託
等

給食委託、
リネン清掃
委託

（１）給食委
託、リネ
ン委託

①有限会社ワイ・ケー・メディカルの出資持分の譲渡が平成30年2月28日で行われたため、平成30年3月1日から、関係事業者には該当しておりません。よって、取引金額は平成29年6
月1日から平成30年2月28日までの期間に対応するものです。

賞与引当金否認 85,747
減価償却超過額 16,917
その他有価証券評価損 2,306
税務上の繰越欠損金 372,144
小計 477,114
税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額 -309,509
将来減算一時差異等の会計に係る評価性引当額 -2,306
評価性引当額小計 -311,814
繰延税金資産 165,299




